
令和８年度版

（令和８年４月１日以降適用）



令和８年４月１日から適用　　





（１）労務設計単価表

０１ 特 殊 作 業 員 30,300 0.780 R8.3.1改定 ２６ 高 級 船 員 34,300 0.723 R8.3.1改定

０２ 普 通 作 業 員 23,600 0.842 R8.3.1改定 ２７ 普 通 船 員 27,900 0.698 R8.3.1改定

０３ 軽 作 業 員 20,300 0.870 R8.3.1改定 ２８ 潜 水 士 65,700 0.824 R8.3.1改定

０４ 造 園 工 26,600 0.788 R8.3.1改定 ２９ 潜 水 連 絡 員 41,000 0.894 R8.3.1改定

０５ 法 面 工 35,700 0.842 R8.3.1改定 ３０ 潜 水 送 気 員 40,700 0.870 R8.3.1改定

０６ と び 工 34,000 0.864 R8.3.1改定 ３１ 山 林 砂 防 工 36,100 0.749 R8.3.1改定

０７ 石 工 33,700 0.826 R8.3.1改定 ３２ 軌 道 工 41,400 0.800 R8.3.1改定

０８ ブ ロ ッ ク 工 31,000 0.849 R8.3.1改定 ３３ 型 わ く 工 40,900 0.882 R8.3.1改定

０９ 電 工 29,900 0.692 R8.3.1改定 ３４ 大 工 34,800 0.890 R8.3.1改定

１０ 鉄 筋 工 39,200 0.888 R8.3.1改定 ３５ 左 官 37,700 0.861 R8.3.1改定

１１ 鉄 骨 工 32,500 0.838 R8.3.1改定 ３６ 配 管 工 29,200 0.745 R8.3.1改定

１２ 塗 装 工 33,400 0.807 R8.3.1改定 ３７ は つ り 工 30,200 0.852 R8.3.1改定

１３ 溶 接 工 32,900 0.835 R8.3.1改定 ３８ 防 水 工 32,500 0.788 R8.3.1改定

１４ 特 殊 運 転 手 35,300 0.788 R8.3.1改定 ３９ 板 金 工 33,200 0.774 R8.3.1改定

１５ 一 般 運 転 手 30,100 0.813 R8.3.1改定 ４０ タ イ ル 工 24,600 0.926 R8.3.1改定

１６ 潜 か ん 工 40,300 0.931 R8.3.1改定 ４１ サ ッ シ 工 34,100 0.774 R8.3.1改定

１７ 潜 か ん 世 話 役 49,300 0.810 R8.3.1改定 ４２ 屋 根 ふ き 工 - － －

１８ さ く 岩 工 37,100 0.704 R8.3.1改定 ４３ 内 装 工 30,800 0.820 R8.3.1改定

１９ ﾄ ﾝ ﾈ ﾙ 特 殊 工 47,400 0.963 R8.4.1改定 ４４ ガ ラ ス 工 28,700 0.717 R8.3.1改定

２０ ﾄ ﾝ ﾈ ﾙ 作 業 員 33,200 0.920 R8.3.1改定 ４５ 建 具 工 - － －

２１ ﾄ ﾝ ﾈ ﾙ 世 話 役 47,000 0.929 R8.3.1改定 ４６ ダ ク ト 工 25,200 0.743 R8.3.1改定

２２ 橋りょう特殊工 34,700 0.852 R8.3.1改定 ４７ 保 温 工 27,000 0.731 R8.3.1改定

２３ 橋りょう塗装工 40,900 0.836 R8.3.1改定 ４８ 建 築 ﾌ ﾞ ﾛ ｯ ｸ 工 － － －

２４ 橋りょう世話役 50,900 0.783 R8.3.1改定 ４９ 設 備 機 械 工 27,500 0.699 R8.3.1改定

２５ 土木一般世話役 35,600 0.753 R8.3.1改定 ５０ 交通誘導警備員Ａ 20,100 0.860 R8.3.1改定

５１ 交通誘導警備員Ｂ 16,800 0.907 R8.3.1改定
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【参考資料】建設労働者の雇用に伴い必要な経費 
 

 
１ 宮城県公共事業設計労務単価（上段）は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものである。 

２  建設労働者の雇用に伴って必要となる、法定福利費（事業主負担分）、労務管理費、安全管理費、 

宿舎費等を、宮城県土木工事設計労務単価に加算した金額（参考値）を、下段に括弧書きで示す。 

これらの必要経費は、公共工事の予定価格の積算においては、共通仮設費、現場管理費の中に計上

されている。 

この金額は全国調査をもとに試算された参考値であり、工種、工事規模等の条件により変動する。 

また、遠隔地からの労働者の流入を想定したものではない。 

 

上側 ： 宮城県土木工事設計労務単価 

(下側)： 宮城県土木工事設計労務単価＋必要経費（法定福利費（事業主負担分）、労務管理費、宿舎費等） 

【参考値】 

 

 
 

所定労働時間内１日８時間当たりの金額（単位：円） 

特 殊
作業員 

普 通
作業員 

軽 
作業員 

 

造園工 
 

法面工 
 

とび工 
 

石 工 
 

ﾌﾞﾛｯｸ工 
 

電 工 
 

鉄筋工 

30,300 

(44,800) 

23,600 

(34,900) 

20,300 

(30,000) 

26,600 

(39,300) 

35,700 

(52,700) 

34,000 

(50,200) 

33,700 

(49,800) 

31,000 

(45,800) 

29,900 

(44,200) 

39,200 

(57,900) 

 
 

 

鉄骨工 
 

塗装工 
 

溶接工 
運転手
(特殊) 

運転手
(一般) 

 

潜かん工 
潜かん
世話役 

 

さく岩工 
ﾄﾝﾈﾙ 

特殊工 
ﾄﾝﾈﾙ 

作業員 

32,500 

(48,000) 

33,400 

(49,300) 

32,900 

(48,600) 

35,300 

(52,100) 

30,100 

(44,500) 

40,300 

(59,500) 

49,300 

(72,800) 

37,100 

(  -  ) 

47,400 

(70,000) 

33,200 

(49,000) 

 
 

ﾄﾝﾈﾙ 
世話役 

橋 梁
特殊工 

橋 梁
塗装工 

橋 梁
世話役 

土木一般
世話役 

高 級 
船 員 

普 通 
船 員 

 

潜水士 
潜 水
連絡員 

潜 水
送気員 

47,000 

(69,400) 

34,700 

(51,300) 

40,900 

(60,400) 

50,900 

(75,200) 

35,600 

(52,600) 

34,300 

(50,700) 

27,900 

(41,200) 

65,700 

(97,000) 

41,000 

(60,600) 

40,700 

(60,100) 

 
 

山 林
砂防工 

 

軌道工 
 

型枠工 
 

大 工 
 

左 官 
 

配管工 
 

はつり工 
 

防水工 
 

板金工 
 

ﾀｲﾙ工 

36,100 

(  -  ) 

41,400 

(61,100) 

40,900 

(60,400) 

34,800 

(51,400) 

37,700 

(55,700) 

29,200 

(43,100) 

30,200 

(44,600) 

32,500 

(48,000) 

33,200 

(49,000) 

24,600 

(36,300) 

 
 

 

ｻｯｼ工 
 

内装工 
 

ｶﾞﾗｽ工 
 

建具工 
 

ﾀﾞｸﾄ工 
 

保温工 
建 築 
ﾌﾞﾛｯｸ工 

設 備
機械工 

交通誘導
警備員Ａ 

交通誘導
警備員Ｂ 

34,100 

(50,400) 

30,800 

(45,500) 

28,700 

(42,400) 

- 

(  -  ) 

25,200 

(37,200) 

27,000 

(39,900) 

- 

(  -  ) 

27,500 

(40,600) 

20,100 

(29,700) 

16,800 

(24,800) 
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（２）技術者等単価表

（測量業務）

０１ 測量上級主任技師 － －

０２ 測 量 主 任 技 師 61,000 0.600 R8.3.1改定

０３ 測 量 技 師 52,700 0.550 R8.3.1改定

０４ 測 量 技 師 補 41,300 0.600 R8.3.1改定

０５ 測 量 助 手 37,700 0.550 R8.3.1改定

０６ 測 量 補 助 員 29,600 0.550 R8.3.1改定

（航空・船舶関係）

０７ 操 縦 士 62,000 0.650 R8.3.1改定

０８ 整 備 士 44,200 0.600 R8.3.1改定

０９ 撮 影 士 51,600 0.600 R8.3.1改定

１０ 撮 影 助 手 38,100 0.550 R8.3.1改定

１１ 測 量 船 操 縦 士 42,000 0.550 R8.3.1改定

（地質業務）

１２ 地 質 調 査 技 師 58,300 0.650 R8.3.1改定

１３ 主任地質調査員 45,500 0.650 R8.3.1改定

１４ 地 質 調 査 員 35,200 0.650 R8.3.1改定

（設計業務）

１５ 理 事 ・ 技 師 長 82,800 0.550 R8.3.1改定

１６ 主 任 技 師 70,900 0.550 R8.3.1改定

１７ 技 師 ( Ａ ) 62,600 0.550 R8.3.1改定

１８ 技 師 ( Ｂ ) 49,300 0.550 R8.3.1改定

１９ 技 師 ( Ｃ ) 42,500 0.550 R8.3.1改定

２０ 技 術 員 36,700 0.550 R8.3.1改定

２１ 主 任 技 術 者 90,300 0.550 R8.3.1改定

番号 職　種
令和8年
4/1以降
実施単価

適　用
割増対象
賃金費
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（３）電気通信関係技術者等単価表

０１ 電気通信技術者 40,500 0.640 R8.3.1改定

０２ 電気通信技術員 27,200 0.640 R8.3.1改定

０３ 点 検 技 術 者 40,300 0.620 R8.3.1改定

０４ 点 検 技 術 員 31,100 0.620 R8.3.1改定

０５ 運転監視技術員 31,100 0.620 R8.3.1改定

番号 職　種
令和8年
4/1以降
実施単価

適　用
割増対象
賃金費







（４）機械設備関係単価表

０１ 機械設備製作工 32,700 － R8.3.1改定

０２ 機械設備据付工 31,600 0.622 R8.3.1改定

番号 職　種
令和8年
4/1以降
実施単価

適　用
割増対象
賃金費




